
河川法改正20年 多自然川づくり推進委員会 提言（案）

「持続性ある実践的多自然川づくりに向けて」

平成１８年の多自然川づくり基本指針により、多自然川づくりは普遍的な川づくりであるとして全国に
展開され、様々な取り組みがこの１０年で拡大してきたが、その一方で、整理すべき課題も多く存在。

いかに現場で多自然川づくりを進め、定着させていくのかを、常に「現場視点」で考え、河川環
境の整備と保全が現場で徹底されるようにすることが重要。あわせて、自然環境には不確実性
があるため、得られた結果を貴重な知見・経験として次の取り組みに活かしていくことが重要で

あり、そのための課題解決に向けて順応的に挑戦し続けるべき。

日常的な河川管理の中で、まずは自然の営力を活用した効率的な管理を第一に考え、これの
みによることができない場合に、様々な工夫を凝らした河川環境の整備と保全を徹底していくこ
とが重要。加えて、将来へ向けた持続性を高めるために、地域社会との関わりを深め、更には、
気候変動などの河川の環境を取り巻く将来的な変化も見据えつつ、日本の原風景である美し
い川を引き継いでいくための、川と人との持続的な関わりのあり方について検討を続けるべき。
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